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①基本的な考え方＜地域創生総合戦略＞

（１）国によるデジタル田園都市国家構想総合戦略の策定に係る
第２次宍粟市地域創生総合戦略＜Plus ＤＸ＞版の策定の趣旨

我が国は、人口減少、超高齢化という大きな課題に直面しており、これらの課題の解決に向けて、
平成26年11月「まち・ひと・しごと創生法」が成立しました。そして同年12月、「まち・ひと・しごと
創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しごと創生戦略」が閣議決定されました。「まち・ひと・しごと創
生法」においては都道府県・市町村による「地域版総合戦略」の策定が努力義務とされており、
本市においても第１期となる「宍粟市人口ビジョン」と「宍粟市地域創生総合戦略～森林から創
まる地域創生～」を平成27年12月に策定しました。
また、令和3年12月には「第2次宍粟市地域創生総合戦略」を策定し、前計画から引き続き「森
林から創まる地域創生」をまちづくりのテーマに、本市の特徴を生かしながら【住む】【働く】【産
み育てる】【まちの魅力】の4つの定住促進重点戦略に柱を置き、各種事業を推進してきました。
その後、国においては令和4年12月に従来の第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本

的に改訂し、デジタル技術を地方の社会課題解決の鍵として「全国どこでも誰もが便利で快適に
暮らせる社会」をめざす「デジタル田園都市国家構想総合戦略」が閣議決定されました。本市に
おいても、これまでの第1期及び第2期の取組を、今後はデジタルの力を活用しながら継承・発展
させていくことが肝要です。
こうしたことを勘案し、本市で実行すべき取組を体系的に整理し、本市の強みや特徴を生かした
今後3か年の地域創生の指針となる「第2次宍粟市地域創生総合戦略＜Plus DX＞版を策定し
ます。

第２期
まち・ひと・しごと創生

総合戦略
（令和元（2019）年
12月策定）

デジタル田園都市国家構想総合戦略
（令和4（2022）年12月策定）

令和2（2020）年度～
令和6（2024）年度

（令和5（2023）年度～令和9（2027）年度）

国
戦
略

【令和5年改訂】
第２次宍粟市地域創生総合
戦略（ＤX編）を別冊

として整理

宍粟市地域創生
総合戦略

（平成27（2015）年
12月策定）

第2次宍粟市総合計画後期基本計画
第2次宍粟市地域創生総合戦略
（令和3（2021）年12月策定）

平成27（2015）年度～
令和3（2021）年度

（令和4（2022）年度～
令和8（2026）年度）市

戦
略

次期計画
（予定）

令和9（2027）
年度～

改
訂

改
訂

（2）計画期間

■DXとは D（デジタル）とＸ（トランスフォーメーション：変革）を組み合わせた言葉。ＩＣＴの浸透が人々の
生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。デジタル技術を用いた変革。
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（3）「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の概要

【デジタル田園都市国家構想総合戦略の施策の方向】

デ
ジ
タ
ル
の
力
を
活
用
し
た
地
方
の
社
会
課
題
解
決

1 地方に仕事をつくる

スタートアップ・エコシステムの確立、中小・中堅企業のDX（キャッシュレス決済等）、ス
マート農林水産業（センサーやリモート制御、ドローン等の活用）・食品産業、観光DX
（地域における観光デジタル人材の活用）、地方大学を核としたイノベーション創出 等

2 人の流れをつくる

「転職なき移住」の推進（地域おこし協力隊員の起業支援や、隊員の受入れ・サポート
体制の充実）、オンライン関係人口の創出・拡大、二地域居住等の推進、地方大学・高
校の魅力向上、女性や若者に選ばれる地域づくり 等

3 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

結婚・出産・子育ての支援、仕事と子育ての両立など子育てしやすい環境づくり（テレ
ワーク等の柔軟な働き方の普及促進、こどもDX等のデジタル技術を活用した地域の
様々な取組の推進 等

4 魅力的な地域をつくる

教育DX、医療・介護分野におけるDX、地域交通・物流・インフラDX、地域資源を生か
したまちづくり、防災・減災、国土強靱化の強化、地域コミュニティ機能の維持・強化 等

地方のデジタル実装を下支え

デ
ジ
タ
ル
の
実
装
の
基
礎
条
件
整
備

1 デジタル基盤の整備

デジタルインフラの整備、マイナンバーカードの普及促進・利活用拡大、データ連携基
盤の構築（公共・準公共領域、産業分野） 等

2 デジタル人材の育成・確保

デジタル人材育成プラットフォームの構築、職業訓練のデジタル分野の重点化、高等教
育機関等におけるデジタル人材の育成、デジタル人材の地域への還流促進、女性デジ
タル人材の育成・確保 等

3 誰一人取り残されないための取組

デジタル推進委員の展開、デジタル共生社会の実現、様々な事情に基づくデジタルデ
バイドの是正、利用者視点でのサービスデザイン体制の確立 等

【市戦略の役割】⇒ 地域の特色や地域資源を生かした住民に身近な施策
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第2次宍粟市地域創生総合戦略
宍粟市定住促進重点戦略

重点戦略1《住む》
集落・地域の活性化と
移住・定住の促進

集落・地域の活性化と自主自立のまちづくりの
推進。いつまでも住み続けられ生活しやすい環
境づくりと移住希望者をスムーズに受け入れる
ための仕組みづくり。

重点戦略2《働く》
雇用の創出と就職支援

産業の活性化と異業種連携による雇用創出に
向けた積極的な産業振興策や女性や高齢者
等の就業促進による地域経済の活性化。
市内又は通勤圏内での若者の就職支援の取
組。

重点戦略3《産み育てる》
少子化対策

女性が自分らしく活躍することができる社会の
構築。
結婚や子育て等への不安・問題の解消やそれ
を望む人の願いが叶う取組の推進。
子どもや子育て世帯が安心して暮らせる地域
の実現に向けた取組。

重点戦略4《まちの魅力》
選ばれるまちづくり

森林（もり）の魅力を中心とした様々な体験を
通じてイメージや認知度を向上。
播磨圏域連携中枢都市圏等との連携による
広域的な魅力発信。
訪問、滞在など交流人口、出身者やしごと・学
びなどによる関係人口の増加。

（4）宍粟市の地域創生を進めるための＜Plus DX＞の視点

デジタル技術で暮らしと行政のあり方を再デザインし、
人と自然の輝きを、着実に未来へとつなぐまちをめざす

・デジタル基盤の整備
・デジタル人材の育成・確保

・誰一人取り残されないための取組

①まち・ひと・
しごとの視点

＜ひとづくり＞
ふるさとの良さを知り、
地域を支える
人材確保と

ネットワークの強化

＜しごとづくり＞
今ある資源を生かした
産業の魅力向上による
好循環の創出

＜まちづくり＞
利便性が高く、
地域性に溢れ、

人口構造に合わせた
まちの形成

②木育の
視点

③SDGsの
視点

森林の総合的
な利用の促進
＝ イコール

「森林（もり）」を
活用したまちの

創造

「誰一人取り残さない」社会を実
現するという目標達成に寄与しつ
つ、最重要課題である人口減少対
策を推進するため、基本施策と
SDGsに掲げられた17の目標との
関連性を整理し、積極的な取組を
推進

地域創生を進めるための視点

＜PlusDX＞の
視点
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将来像 重点事項

若
年
層
の
人
口
流
出
の
抑
制

「
森
林
」
を
活
用
し
た
ま
ち
の
創
造

持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

基本目標・基本方針

基本方針１

魅力と活力
あふれる
地域産業を
育むまちづくり

施策１ 林業の振興

施策２ 農業の振興

施策３ 商工業の振興

施策４ 観光の振興

基本施策

基本方針２

環境にやさしく
快適に暮らせる
まちづくり

施策５ 森林・田園・まち並み景観の保全

施策６ 資源循環型社会の構築

施策７ 住環境整備、土地利用の推進

施策８ 道路網・上下水道の整備・維持

基本方針３

定住魅力の高い
まちづくり

施策９ 生活圏の拠点づくりの推進

施策10 移住・定住促進の充実

参画と協働・男女共同参画の推進

基本方針４

安全で安心な
まちづくり

施策11 防災体制の充実

施策12 消防・救急体制の充実

施策13 防犯・交通安全の推進

施策14 消費者行政の推進

基本方針５

子どもが
健やかに

育つまちづくり

基本方針６

保健・医療・
福祉が連携した
安心のまちづくり

基本方針７

心豊かに
いきいきと

学べるまちづくり

施策15 子育て支援の充実

施策17 学校教育の充実

施策18 青少年健全育成の推進

施策19 健康づくりの推進

施策20 地域医療の充実

施策21 地域福祉の充実

施策23 生涯学習の推進

施策24 文化・芸術活動の推進

施策25 スポーツ活動の推進

施策26 人権教育・啓発の推進

健全な行財政運営の推進（行政改革大綱）

施策22 社会保障の充実

施策16 就学前教育の充実

施策21-1 高齢者福祉の充実

施策21-2 障がい福祉の充実

基
本
目
標
１

住
み
続
け
た
い
、住
ん
で
み
た
い
ま
ち

基
本
目
標
２

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
、

い
つ
ま
で
も
元
気
に
過
ご
せ
る
ま
ち

重点戦略１
≪住む≫

集落・地域の
活性化と

移住・定住の促進

重点戦略２
≪働く≫

雇用の創出
と就職支援

重点戦略３
≪産み育てる≫

少子化対策

重点戦略４
≪まちの魅力≫

選ばれる
まちづくり

定住促進重点戦略

森林(もり)から創(はじ)まる地域創生テーマ

人
と
自
然
が
輝
き

み
ん
な
で
創
る

夢
の
ま
ち

デジタル技術で暮らしと行政のあり方を再デザインし、
人と自然の輝きを、着実に未来へとつなぐまちをめざす

＜PlusDX＞

（5）宍粟市総合計画後期基本計画/地域創生総合戦略の全体像
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②第2次宍粟市地域創生総合戦略
定住促進重点戦略に対する ＜Plus DX＞

（１）【住む】集落・地域の活性化と移住・定住の促進

集落・地域の活性化と自主自立のまちづくりの推進。いつまでも住み続けられ生活しや
すい環境づくりと移住希望者をスムーズに受け入れるための仕組みづくり。

関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

参画と協働・男女共同参画の推進
①自主自立のまちづくり

①-1 市民ワークショップ等多様な参加機会を提供するとと
もに、各種団体活動への支援や生涯学習、出前講座な
どの機会を通じ、まちづくりの担い手となる人材の育成
を図ります。

①-2 地域での勉強会等の開催支援や地域づくりアドバイ
ザーの派遣等、コミュニティ支援員や地域おこし協力隊
などを受け入れる地域づくりの主体となる団体の育成
と受入に対する支援に取り組みます。<PlusDX>

①-3 地域コミュニティ活動やＮＰＯ活動等、多様な形態の取
組や起業を支援するとともに、資金調達方法や運営に
係る情報提供などを行います。

①-4 高校生等への地域に関する情報提供や学びの機会を
創出するとともに、学生による地域活動を発表する機会
を設けるなど、学生の地域に対する関心や活動意欲の
向上を図ります。

①-5 地域づくり活動団体などの自発的な情報発信の支援
を行うとともに、気軽に意見交換や情報共有を行うこと
ができる機会を設けるなど、市民がまちづくりに参画し
やすい土壌づくりを推進します。<PlusDX>

＜Plus ＤＸ＞

・人材育成やデジタル弱者に対する支援など、地域おこし協
力隊によるデジタル推進支援 【①-2】
・オンラインでの講演会・懇談会の開催 【①-5】
・SNSの有効活用 【①-5】

第2次宍粟市総合計画は、まちの《将来像の理念》として「人と自然が輝き みんなで創
る 夢のまち」を設定し、実現するための基本的な考え方、施策体系および施策推進に向
けた取組をまとめています。また、令和4年度から令和8年度を計画期間とする第2次宍粟
市総合計画後期基本計画においては、《将来像の理念》を実現するための施策を示して
います。
後期基本計画と期間を同じくする第２次宍粟市地域創生総合戦略は、第2次総合計画
の中から、特に宍粟市の最重要課題と位置づける「人口減少対策」において効果が高い
取組に重点を置き、【住む】【働く】【産み育てる】【まちの魅力】の四本柱からなる「定住
促進重点戦略」として整理しており、＜Plus DX＞版においてはデジタルの力を活用しな
がら施策を推進するものです。
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関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策9
生活圏の拠点づくりの推進
①生活圏の拠点づくりの推進
②公共交通ネットワークの充実

①-1 既存公共施設の別用途への活用や廃止することも念
頭に、市民サービス機能を集約した市民活動・交流の
拠点となる施設整備を推進します。<PlusDX>

①-2 生活圏の拠点づくり計画を具体化し、施設の利活用と
周辺への賑わいづくりに向けた取組を横断的に進める
とともに、必要に応じて計画改定も行いながら、地域医
療の確保を図り、安心して暮らし続けることができる地
域づくりを行います。<PlusDX>

①-3 移動や買い物支援、地域活動の維持など、地域の実情
に応じた課題への対応策を地域住民と共に検討し、実
践につなげる仕組みづくりを行います。<PlusDX>

①-4 都市計画による土地の有効利用や基盤整備とともに、
市民との協働による地域の歴史や文化、自然を生かし
た拠点の賑わいづくりを推進することで、都市機能の維
持や生活の利便性の向上を図り、宍粟市の拠点強化
に取り組みます。

②-1 バスの利便性や環境面での有効性等のＰＲ等による公
共交通の利用促進を図るとともに、交通事業者と連携
した乗車体験や、幼稚園・保育所・認定こども園・小学
校において家族と一緒に乗車体験をするなど、モビリ
ティマネジメントを推進します。

②-2 公共交通関係機関との連携を強化し、路線等の充実・
維持等、利用者のニーズに即した公共交通の整備に努
めるとともに、地域相互扶助による移動手段の確保や
自動運転など、先端技術の活用について検討します。
<PlusDX>

②-3 交通事業者と連携し、三ノ宮行高速バスの利用促進や
乗務員の確保に取り組むとともに、西播磨等の圏域で
特典付きの乗り放題パスポートの発行など、交流人口
の拡大に向けた取組を推進します。

＜Plus ＤＸ＞

・自宅からできるオンライン手続きの整備 【①-1,2】
・窓口相談へのAI導入の検討 【①-1,2】
・マイナンバーカードを活用したワンストップ窓口の設置

【①-1,2】
・高齢者等デジタル弱者への支援 【①-1,2】
・デジタル技術を活用した市民サービスの充実や自治会等の
負担軽減 【①-1,2】
・デマンド交通の調査研究、次世代モビリティの調査研究

【②-2】
・ドローン等の技術を活用した買い物弱者支援のための仕組
み構築 【①-3】
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関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策19
健康づくりの推進
①生涯を通じた健康づくり活動の
推進
③スポーツを通じた健康づくり

①-1 健康な生活習慣の確立と定着をめざし、健康づくりや
若い世代からの食育の実践、喫煙防止教育や禁煙指
導の取組など、健康づくり推進協議会を中心に関係機
関と連携を図ります。<PlusDX>

①-2 健康づくりに関するリーダーの育成と、活躍の場づくり
に取り組みます。<PlusDX>

①-3 特定健診や保健指導、がん検診などについて、情報提
供や実施方法をさらに工夫し、受診者の増加に努めま
す。<PlusDX>

①-4 医師会や歯科医師会などとの連携、調整に努め、健診
を受診しやすい環境づくりを推進します。

①-5 誰もが気軽に健康相談や健康づくり活動に取り組むこ
とができる機会を確保します。<PlusDX>

③-1 ウォーキングコースの設定やラジオ体操の普及などに
より、スポーツを通じた健康づくりを推進します。

③-2 子どもから高齢者まで、障がいの有無に関わらず、すべ
ての人がスポーツを通じて健康づくりに取り組むことが
できる環境づくりを行います。

＜Plus ＤＸ＞
・ICTを活用した教育カリキュラム導入の検討 【【①-1,2】
・SNSの有効活用 【①-1】
・オンラインによる健康相談や保健指導の実施 【①-3,5】

基本施策25
スポーツ活動の推進
①生涯スポーツ活動の推進

①-1 市民のスポーツ活動への参加を促進するとともに、関
係機関などとの連携により各種スポーツ活動の場を提
供します。<PlusDX>

①-2 ウォーキングリーダーやラジオ体操の指導員を育成し、
気軽に取り組むことができるスポーツの普及促進を図
ります。

①-3 誰もが安全で安心にスポーツ活動が行えるよう、ス
ポーツ施設の適切な維持管理を行うとともに、市内全
体でのスポーツ施設のあり方を検討します。<PlusDX>

＜Plus ＤＸ＞
・eスポーツ等の調査研究 【①-1】
・スポーツ施設予約管理システムの導入 【①-3】
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関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策21-1
高齢者福祉の充実
①地域包括ケアの充実
②高齢者の生きがいづくり・介護
予防事業の推進

①-1 医療と介護連携会議を活用し、情報共有等を行い、在
宅生活におけるサービスの提供体制の充実を図るとと
もに、地域共生社会の実現に向け、地域包括支援セン
ター、基幹相談支援センター等の連携を強化し、専門
職による多職種連携や地域住民などとの協働によって
包括的な支援体制を整備します。

①-2 地域包括支援センターの適正な運営により、高齢者が
地域で安心して暮らすことができる体制を確保するとと
もに、生活支援コーディネーターを中心として、社会資
源の把握や地域課題の解決支援、支え合い活動など
を推進し、地域包括ケアシステムの充実を図ります。

①-3 認知症に関する知識及び相談窓口の普及啓発を推進
するとともに、認知症カフェの普及、認知症サポーター
の養成やスキルアップなどに取り組み、認知症高齢者
を地域で見守り、支える体制づくりを推進します。

①-4 認知症地域支援推進員の充実を図るとともに、認知症
初期集中支援チームによる専門的な見地から認知症
の早期発見、早期対応に取り組みます。

①-5 自宅等の住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、訪問看護体制の強化、在宅医療連携拠点の整
備、在宅医療と病院との連携強化、かかりつけ医等の
推進を図るとともに、介護者の集いなど、介護家族支援
の充実を図ります。<PlusDX>

②-1 高齢者の生きがいづくりや健康づくり、居場所づくりな
どにつながる取組を推進します。

②-2 自主的な介護予防の場が地域の見守り拠点としての
役割を持つ場として機能するよう推進します。

②-3 高齢者の多様な就業ニーズに合わせた就労機会の場
の拡充に取り組みます。

②-4 介護予防・日常生活支援総合事業など、住民主体の
サービス提供に向けた仕組みづくりを検討します。

②-5 フレイル健診の実施など、フレイル状態を早期に発見し、
介護予防事業につなげる取組を進めます。

＜Plus ＤＸ＞ ・安心見守りコール（緊急通報装置）の設置 【①-5】
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関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策6
資源循環型社会の構築
①ごみの適正処理・再資源化の促
進
②再生可能エネルギーの導入促
進

①-1 適正なごみ分別を推進するとともに、さらなる再資源化
を検討します。<PlusDX>

①-2 収集運搬体制について、より効果的・効率的な体制の
構築に取り組みます。

①-3 資源物回収ステーションに搬入が困難な高齢者や障
がいのある人などを支援します。

①-4 ５Ｒ活動及び食品ロスの削減に向けた生ごみの水切り
や食べ切り、使い切りを推進するなど、ごみの減量化・
再資源化に向けた取組を促進します。

①-5 事業所などと連携し、事業系ごみの減量化・再資源化
を図ります。

①-6 市内関係団体と連携した環境教育や生涯にわたって
の環境に対する質の高い学習機会の提供を図ります。

②-1 木質バイオマスを使用した家庭での暖房機器等の導
入や規模の大きな施設などでの冷暖房機器の導入を
促進するとともに、燃料となるペレットの安定供給体制
を構築します。

②-2 地域や関係機関などと連携し、小水力発電の導入に
向けた支援に取り組みます。

＜Plus ＤＸ＞
・SNSツールを活用したごみ分別検索サービスの活用

【①-1】

基本施策14
消費者行政の推進
②消費者市民社会の形成

②-1 消費者市民社会を形成するため、講座やイベント等を
通じて、消費者の特性に応じた消費者教育や啓発がで
きるよう手法や内容などの充実を図ります。<PlusDX>

②-2 エシカル消費を実践する消費者市民社会の普及を図
るため、消費者団体や事業者などと連携した取組を実
施します。<PlusDX>

＜Plus ＤＸ＞ ・オンライン講演会等の開催 【②-1,2】
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関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策10
移住・定住促進の充実
①移住・定住の促進
②空き家活用の推進

①-1 転入・転居等で住宅を取得、新築する人などを対象と
して、住宅取得や空き家改修にかかる費用の助成を行
います。

①-2 定住促進コーディネーター等の訪問・相談、無料職業
紹介所との連携により、移住のサポートや移住後のフォ
ローなど、移住希望者・移住者の相談支援体制の充実
を図ります。

①-3 ホームページからの情報発信を強化するとともに、住ま
いや子育てのほか、移住者の経験談など移住希望者
にとって必要な情報を分かりやすく市内外に発信し、新
たな移住者の増加につなげます。<PlusDX>

①-4 公共交通機関を利用して市外に通勤通学する方に交
通費を支援し、市内への定住につなげます。

②-1 利活用できる空き家の掘り起こしを行うとともに、空き
家等対策計画に基づき、空き家バンク制度がさらに効
果的に運用されるよう取組を推進します。<PlusDX>

②-2 空き家バンク制度について不動産業者などとの連携を
深め、さらなる移住者、二地域居住希望者の受入を推
進します。

②-3 事業活動に活用できる空き家の情報発信など、起業の
促進につなげます。<PlusDX>

②-4 まちづくり活動拠点等、地域の活性化などに寄与する
空き家の活用を支援します。

＜Plus ＤＸ＞

・ホームページ・SNSツールを活用した移住者の声など情報
発信 【①-3】
・全国版空き家バンクによる情報発信 【②-1,3】
・空き家のオンライン相談 【②-1】
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（2）【働く】雇用の創出と就職支援

産業の活性化と異業種連携による雇用創出に向けた積極的な産業振興策や女性や高
齢者等の就業促進による地域経済の活性化。市内又は通勤圏内での若者の就職支援
の取組。

関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策1
林業の振興
①宍粟材流通の拡大促進
②担い手の確保・育成
③林業生産基盤の整備

①-1 「ひょうごの木」利用拡大協議会等を通じて、川上から
川中、川下の林業事業者や国・県などと連携し、市内
での経済循環型林業を展開します。

①-2 「ひょうごの木」利用拡大協議会等を通じて、６次産業
化などにより市内事業者が積極的に宍粟材を活用で
きる仕組みづくりを行います。

①-3 宍粟材の高付加価値化、流通拡大に向け、原木の段
階での強度などの品質特性や加工技術を検証し、宍
粟材の特性を生かした活用につなげます。<PlusDX>

①-4 県や近隣市町、連携中枢都市圏構成市町などとの連
携により、県産木材の需要拡大に向けて、県内林業に
おける経済循環林業システムを推進します。

②-1 林業就業相談会などの就業相談の実施や、林業就業
者を新たに雇用し、その育成を図ろうとする林業事業
体や新規事業体を支援することで担い手の確保と育
成に努めます。

②-2 新規事業体に対して林業機械などの導入を支援する
ことで、市内の林業事業体数の増加と持続的な森林整
備を推進します。

②-3 森林大学校の学生が地域のことを知る機会づくりや学
びを生かす仕組みづくりのほか、市内への定住につな
がる取組を展開します。

②-4 インターンシップや県と連携した森林環境学習を通じ
て林業への関心を高めるとともに、郷土意識の醸成に
努めます。

③-1 森林経営計画の作成による森林施業の団地化・集約
化を推進し、間伐の支援を行うとともに、条件不利地森
林では森林環境譲与税を活用した市独自事業による
支援を行います。

③-2 木質バイオマス発電燃料としての林地残材や未利用
材の利活用に向けた取組を推進します。

③-3 森林施業を効率的に行うため、森林作業道、林業専用
道、林業生産基盤整備道の整備を促進します。

③-4 再造林や間伐などの森林整備を推進することで、健全
な森林を育成します。

＜Plus ＤＸ＞ ・森林クラウドシステムの活用 【①-3】
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関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策2
農業の振興
①生産の振興と流通の促進
②担い手の確保・育成
③農業生産基盤の整備

①-1 市民の地産地消への理解を深めるとともに、学校給食
への活用や直売所などでの販売のほか、市内農畜産
物の販売ルートの確保・強化に取り組みます。

①-2 県や農協等関係機関と連携し、生産から加工・販売ま
で一貫して行う農業者、農業組織を育成するなど、地
域特性を生かした農畜産物のブランド化、農業の６次
産業化に向けた取組を推進します。

①-3 市内の農業生産者と飲食店、加工品製造所などとの
マッチングを行い、販路拡大による生産意欲の向上を
図ります。

①-4 アンテナショップなどを活用した宍粟市産農産物の魅
力のＰＲを行うとともに、生産者の出荷を促進します。

②-1 担い手の確保と育成のため、宍粟北みどり農林公社な
どの活動を支援するとともに、経営基盤の強化を促進
します。

②-2 担い手の確保として、認定農業者制度の活用や、新規
就農者及び集落営農組織を育成促進する他、異業種
の農業参入を促し地域の担い手とする「宍粟市農業モ
デル」を確立していきます。

②-3 地域による人・農地プランの策定を推進し、担い手によ
る効率的な運営を促進します。

②-4 担い手が行う農業機械整備などを支援します。
②-5 新規就農者と既存農業者との交流機会の創出や新規

就農者への営農指導について関係機関と共に取り組
みます。

②-6 農地付き空き家の情報発信や就農支援などにより、新
規就農者の定住を促進します。<PlusDX>

③-1 耕作放棄地の発生防止に取り組むとともに、荒廃農地
の再生及び防災や観光などを含めた多面的な利活用
を促進します。

③-2 非農家も含めて農業に対する意識を高め、地域におけ
る適切な有害鳥獣防護柵の設置、維持管理及び水路、
農道などの維持管理を推進します。

③-3 猟友会と連携し、有害鳥獣の捕獲活動を促進するとと
もに、狩猟者の確保や育成に加え、有害鳥獣対策推進
協議会の活性化に向けた取組を行います。<PlusDX>

③-4 農業経営のイノベーションに向けて、ＡＩやロボット技術
等を研究し、スマート農業など、新たな技術を活用した
農業用機械・施設の導入を推奨します。<PlusDX>

＜Plus ＤＸ＞

・空き家バンク制度のホームページやＳＮＳでの情報発信
【②-6】

・有害鳥獣捕獲の効率化をめざしたGPSドッグマーカーの支
援や自動撮影カメラの貸し出し 【③-3】
・県によるハンティングドローン捕獲実証を実施 【③-3】
・労働負担の軽減・省力化のため、新たなスマート農業用機
械の導入を支援や先端技術の情報提供 【③-4】
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関連する基本施策・個別施策 関連する主な取組

基本施策3
商工業の振興
①中小企業の経営安定化
②企業誘致の推進と起業家支援
③６次産業化・産業間連携の促進
④就職支援の充実

①-1 県の融資制度の情報提供も含め、資金融資制度の活
用を促進するとともに、商工会や関係団体と連携し、資
格等取得・スキルアップのための各種講座等の支援や
情報提供など、企業の経営安定化・強化を支援します。

①-2 社会経済情勢の変化を捉えて、ターゲットとする業種や
業態を絞り込み、工場等の設置・建替や空き店舗活用
への支援など、企業の市外流出防止を図ります。

①-3 商工会と連携し、商店街の活性化に向けた仕組みや
支援策を研究・実施します。<PlusDX>

①-4 総合的な仕事の相談窓口を通じた企業と求職者の
マッチング支援や商工会、金融機関などとの連携によ
り、企業の人材確保に向けた取組を行います。

①-5 企業に対する経営相談や後継者育成、事業承継に向
けた支援を行います。<PlusDX>

②-1 企業の立地に適した土地の情報収集や確保、企業訪
問のほか、国、県、近隣自治体や商工会等の関係団体
などとの連携協力を一層深めながら、的確な企業誘致
活動を展開します。

②-2 商工会や金融機関と連携し、起業に向けた経営相談
や情報提供、支援制度の充実を図るなど起業しやすい
環境づくりや起業後のフォローアップ体制の充実を図り
ます。

②-3 サテライトオフィスやコワーキングスペースの設置など、
都市部の企業が市内で業務を開始しやすい環境づくり
を推進します。

③-1 連携中枢都市圏や定住自立圏等、広域な自治体間の
連携によるビジネスマッチング等、異業種が交流・情報
交換する場を設け、販路拡大や新商品の開発などにつ
なげます。

③-2 地域資源を生かしたものづくりや産業間の連携を促進
するとともに、産地ブランド化や６次産業化に向けた取
組を展開する仕組みづくりや意識醸成を図ります。

③-3 地域経済循環調査の結果を活用し、仕入れや買い物
などにおいて地域内で経済が循環する仕組みづくりや
意識醸成を図ります。

④-1 商工会や金融機関、企業と連携し、企業説明会等を実
施するとともに、ハローワークなどとも連携し、総合的な
仕事の相談窓口において企業の求人開拓や情報発信、
就業支援・マッチングを行います。

④-2 大学等と連携し、企業のインターンシップ受入を促進す
る体制づくりを進めるとともに体験内容などの充実を
図ります。

④-3 高等学校などと連携し、学生の地元企業に対するイ
メージ向上を図ります。

④-4 就職に必要な職業スキルを身につけることができるよ
う、資格取得・スキルアップのための各種講座等の情報
提供を行います。<PlusDX>

＜Plus ＤＸ＞
・商店街のデジタル化推進 【①-3】
・デジタル人材の育成 【①-5,④-4】
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